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頁 条項 訂正前 訂正後

13 第29条2項

事業者の責めに帰すべき事由により本件施設
の引渡しが遅延した場合、事業者は、本件施
設引渡予定日から実際に本件施設が事業者か
ら大学に対して引渡された日までの期間（両
日を含む。）において、本件施設費相当額に
つき年8.25パーセントの割合による金額に相
当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割り
計算により支払うものとし、当該遅延損害金
を超える損害があるときは、その損害額を支
払わなければならない。

事業者の責めに帰すべき事由により本件施設
の引渡しが遅延した場合、事業者は、本件施
設引渡予定日から実際に本件施設が事業者か
ら大学に対して引渡された日までの期間（両
日を含む。）において、本件施設費相当額に
つき年3.6パーセントの割合による金額に相
当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割り
計算により支払うものとし、当該遅延損害金
を超える損害があるときは、その損害額を支
払わなければならない。

19 第53条1項

大学が本契約に基づいて履行すべきサービス
購入費その他の金銭の支払を遅延した場合、
当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ
年8.25パーセントの割合で計算した額を事業
者に対し遅延損害金として支払うものとす
る。

大学が本契約に基づいて履行すべきサービス
購入費その他の金銭の支払を遅延した場合、
当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ
年3.6パーセントの割合で計算した額を事業
者に対し遅延損害金として支払うものとす
る。

26 第78条

大学又は事業者が、本契約に基づき行うべき
支払が遅延した場合、大学又は事業者は、未
払い額につき延滞日数に応じ年8.25パーセン
トの割合で計算した額の延滞利息を相手方に
支払わなければならない。

大学又は事業者が、本契約に基づき行うべき
支払が遅延した場合、大学又は事業者は、未
払い額につき延滞日数に応じ年3.6パーセン
トの割合で計算した額の延滞利息を相手方に
支払わなければならない。
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